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1 調査の名称 

市民コミュニティホール及び市民の広場の，運営・維持管理及び利活用に関す

るサウンディング型市場調査 

 

2 調査の目的 

市では，コンパクトなまちづくりを推進し，将来にわたり市内の生活利便性

を維持・向上していくため，令和３年３月に常総市立地適正化計画を策定しま

した。 

水海道地区市街地まちづくりは，この計画に基づき，水海道公民館，水海道

児童センター及び常総市保健センターの３施設を市民の広場エリア及び市役

所本庁舎に集約するとともに，市民の広場及び市民コミュニティホールである

旧報徳銀行の改修事業を一体的に進めていくものです。さらに，これらの新た

に整備する各拠点を結び，まちの回遊性を高めるため，エリア内の道路及び公

園の改修を進める計画となっております。 

これらの事業については，令和７年度から令和１１年度の５年計画で実施す

る計画としており，令和８年５月３０日には水海道まんなかセンターみつかる

内にて水海道交流センター及び水海道児童センターが供用開始となりました。

さらに，令和８年度は市民コミュニティホール改修事業及び市民の広場改修事

業，保健センター移転整備事業，トータルデザイン・市民活動支援事業に着手

いたします。 

これらの事業の中で，市民コミュニティホール及び市民の広場について，近

接する水海道交流センター及び水海道児童センターが入る複合施設「水海道ま

んなかセンターみつかる」などの周辺施設と一体的に利用され，公民連携手法

を活用して運営することにより，質の高いサービスの提供を目指しています。

今回この２施設について，運営・維持管理及び利活用に関する提案を広く募集

し幅広いご意見やアイデアをいただき，今後の検討を深めるために，本調査を

実施します。 
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3 スケジュール 

 

4 対象施設等の情報 

(1) 検討を行う対象施設の名称及び概要 

対象施設は以下の２施設になりますが，提案については１施設のみでも支障

ありません。   

① 市民コミュニティホール（旧報徳銀行） 

実施要項の公表 令和８年６月９日 

現地調査受付 

※希望者のみ 

令和８年６月９日から 

６月２２日の１７時まで 

現地調査 

※希望者のみ 

令和８年６月１１日から 

６月２５日まで 

※土日を除く９時から１６時まで 

エントリーシートの受付 令和８年６月１１日から 

７月１０日の１７時まで 

サウンディング（対話）の実施 令和８年６月２２日から７月１５日まで 

※土日を除く９時から１７時まで 

結果の公表 令和８年７月下旬以降を予定 

方針の決定 令和８年中 

事業開始の目標 令和９年度 

所在地 常総市水海道宝町 

敷地面積 ５３１㎡ 

都市計画情報 都市計画区域内（市街化区域） 

商業地域 

容積率：４００％ 建蔽率：８０％ 

建物建築年月日 １９２３年 

建物 延床面積：２４９㎡ 

階数：地上２階建て 

構造：煉瓦・ガルバリウム鋼板瓦棒葺き屋根 

その他特記事項 平成１８年に市指定文化財に認定されています。現

在利用を休止しています。 

スケジュール 令和８年耐震改修工事着手予定 

令和９年夏供用開始予定 
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② 市民の広場 

改修工事概要 耐震改修工事、内外装改修工事、電気設備工事、給排

水衛生設備工事、空調設備工事 等 

改修工事後の活用方針 ①設置目的（条例） 

地域住民の交流の場を提供することによりにぎわい

の創出を図り，中心市街地の活性化を促進するため，

市民ホールを設置する。 

②その他の活用 

その他実施可能と考えられる活用方法についても、

幅広く提案が可能です。 

所在地 常総市水海道宝町 

敷地面積 ４，０００㎡（改修面積２，８００㎡） 

都市計画情報 都市計画区域内（市街化区域） 

近隣商業地域 

容積率：２００％ 建蔽率：８０％ 

スケジュール 令和７年基本計画及び基本設計を策定 

令和８年実施設計着手，改修工事予定 

令和９年春供用開始予定 

改修工事概要 遊具、ベンチ、芝生及び植栽、マルシェ等のイベント

スペース、給水設備、排水設備、照明設備、サイン等

の設置 
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改修工事後の活用方針 ①設置目的（条例） 

市民が交流の場として多目的に活用し，交流を通じ

て新たな人の流れによる賑わいと活力を創出し，中

心市街地の活性化を図るための施設 

②基本設計時の改修目的 

市民みんなの居場所となり，多様な交流が生まれる

「まちなかリビング」の実現 
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(2) 近接する施設の状況 

① 水海道交流センター（水海道まんなかセンターみつかる内） 

 

② 水海道児童センター（水海道まんなかセンターみつかる内） 

 

 ③ 常総市保健センター（特定保健指導施設等） 

 現在水海道森下町にある常総市保健センターを，常総市役所本庁舎敷地内に

ある第一分庁舎を解体した跡地（解体工事は令和８年度完了予定）に移転します。 

こどもや子育て世代への支援及び市民の利便性の向上を実現するため，保健

センター機能のうち特定保健指導施設と乳幼児健診及び各種相談事業に特化し

た施設を整備する予定です。 

 

休館日 毎月第一・第三月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌日 

１２月２９日～１月３日 

開館時間 ９時００分～２２時００分 

実施事業 サークル，会議，イベントなどの活動 

運営者 指定管理者 

休館日 毎月第一・第三月曜日 ※月曜日が祝日の場合は翌日 

１２月２９日～１月３日 

開館時間 ９時００分～１８時００分 

実施事業 こどもの居場所づくり，相談など 

運営者 指定管理者 
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(3) 付近見取図及び施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 調査の内容 

以下の事項についてサウンディングシート（様式 2）に記入のうえ，お聞

かせください。 対象施設は以下の２施設になりますが，提案については１施

設のみでも支障ありません。 

(1) 対象施設の利活用に関する提案とその効果 

(2) 対象施設の運営方法（休館日や開館時間，人員配置等）に関する提案

とその効果 

(3) 対象施設の維持管理に関する提案とその効果 

(4) 水海道地区市街地まちづくり事業で整備される周辺施設と連携して実

施可能な事業の提案 

関東鉄道常総線北水海道駅 

○ 市民の広場 

※ R8 改修工事 

関東鉄道常総線水海道駅 

:  都市機能誘導区域 

: 居住誘導区域 

常総市役所 

水海道まんなかセンターみつかる 

○ 水海道交流センター 

○ 水海道児童センター 

※ R8.5.30 オープン 

○ 常総市保健センター 

※ R8～9 移転基本・実施設計，工事 

R10 以降 オープン予定 

○ 市民コミュニティホール 

（旧報徳銀行） 

※ R8 改修工事着手 

現保健センター 
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(5) その他（事業全体に対する意見，市に期待する事項，本事業への関心 

等） 

 

 運営及び維持管理に関する見積書の提出を依頼する場合がありますので，ご

協力をお願いいたします。 

 

6 調査の実施について 

（1）調査対象者 

当該調査に参加できる者は，活用意向のある，個人，民間企業，NPO法人

等の法人，個人事業主，各種団体等とします。ただし，次のいずれかに該当

する場合は，調査対象者と認めないこととします。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4 第 1項に規定

する者 

イ 地方自治法施行令第 167 条の 4第 2 項に基づく市の入札参加制限を受け

ている者 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号），民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）及び破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく手続開始の申立

てがなされている者 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第 2条第 6号に規定する暴力団員であると認められる者 

オ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 項

に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している

と認められる者 

カ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を与える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどをし

たと認められる者 

キ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若し

くは関与していると認められる者 

ク 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律

第 147 号）に基づく処分を過去及び現在において受けている団体及びそ

の代表者，主催者又はその他の構成員 

ケ 国税及び地方税に滞納のある者 

 

（2）参加希望者の受付 

ア 参加を希望する者は，エントリーシート（様式 1）とサウンディングシ
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ート（様式 2）に必要事項を記入し，電子メールにより，申込期間内に提

出することとします。提出後は開庁時間内に速やかに事務局に電話連絡

を行い，到着確認を行ってください。 

イ 受付期間は令和８年６月１１日から７月１０日の１７時までとします。 

 

（3）現地調査 

ア 対象地の現地調査を希望する場合は，現地調査申込書（様式 3）に必要

事項を記入し， 電子メールにより申込むこととします。 

イ 申込期間は，令和８年６月９日から６月２２日の１７時までとします。

提出後は開庁時間内に速やかに事務局に電話連絡を行い，到着確認を行

ってください。 

ウ 現地調査の日時は申込受付後，調整の上連絡することとします。 

エ 現地調査の期間は令和８年６月１１日から６月２５日までとし，時間は

９時から１６時までで，最大２時間程度とします。（ただし，土日を除く） 

 

（4）サウンディング（対話）の実施 

ア サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のために個

別に行います。 

イ エントリーシート受領後，実施日時及び場所を連絡します。ただし，御

希望に添えない場合もありますので予め御了承ください。 

ウ 実施期間は令和８年６月２２日から７月１５日までとし，時間は９時か

ら１７時までとします。（ただし，土日を除く） 

エ 場所は市役所本庁舎とします。 

 

（5）サウンディングの結果 

サウンディングの結果については，参加者に内容を確認いただいた上で概

要を公表します。なお，参加者の名称，事業者のノウハウ及び知的財産にあ

たる部分は公表しません。 

 

（6）留意事項 

ア サウンディング調査の内容は，各施設の運営の参考といたします。双方

の発言，説明とも，あくまで対話時点での想定のものとし，何ら約束等

するものではないことにご留意ください。 

イ 各施設の運営に関する公募等を実施することとなった場合，サウンディ

ング調査への参加実績が優位性を持つものではありません。 

ウ 提出いただいた書類は返却しません。 

エ 本調査への参加に要する費用は，参加者の負担とします。 
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オ 本サウンディング終了後も，必要に応じて追加の対話（文書照会含む）

やアンケート等を実施させていただくことがあります。その際にはご協

力をお願いいたします。 

 

7 問合せ先及び各申込み先 

常総市 市長公室 資産活用課 

〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町 3222-3 

電話：0297-23-2902 FAX：0297-23-2162 

電子メール：fm@city.joso.lg.jp 


